
書式第１２号（法第２８条関係）　　　  

特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャパン

（単位：円）

Ⅰ　経常収入の部

１　会費・入会金収入 0

入会金収入 0

会費収入 0

２　事業収入 0

(１)その他目的を達成するために必要な事業収入 0

３　補助金等収入 17,344,000

グッドネーバーズ本部補助金収入 14,250,000

助成金収入 3,094,000

４　寄付金収入 14,439,974

寄付金 14,439,974

５　その他収入 266,187

利息収入 1,562

雑収入 264,625

任意団体からの繰入金 0

６　その他の事業会計からの繰入 0

　　経常収入合計 32,050,161

Ⅱ　経常支出の部

１　事業費 18,392,152

(1)農業開発事業費 1,287,451

(2)児童病院支援事業費 1,655,294

(3)孤児院支援事業費 1,839,215

(4)教育支援事業費 6,437,253

(5)国際ボランティア派遣事業費 0

(6)日韓中の国際交流費 0

(7)その他目的を達成するために必要な事業費 7,172,939

２　管理費 11,036,347

役員報酬 0

給料手当 7,276,725

通勤交通費 485,020

アルバイト給料 4,000

退職金 723,300

法定福利費 529,727

福利厚生費 418,338

通信費 71,822

水道光熱費 81,547

旅費交通費 39,620

広告宣伝費 63,000

接待交際費 3,356

会議費 63,745

研修費 750

事務用消耗品費 53,642

備品消耗品費 194,586

新聞図書費 2,709

印刷経費 11,614

地代家賃 864,507

諸会費 46,000

支払手数料 80,139

外注費 22,200

　　経常支出合計 29,428,499

2009200920092009年度年度年度年度((((平成平成平成平成21212121年度年度年度年度))))　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業事業事業事業　　　　　　　　会計収支計算書会計収支計算書会計収支計算書会計収支計算書

2009年(平成21年)6月1日から　　2009年(平成21年)12月31日まで

（経常収支の部）

科 目 金 額



　　経常収支差額 2,621,662

Ⅲ　その他資金収入の部 0

１　固定資産売却収入 0

　　その他の資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部 0

１　固定資産取得支出 0

　　その他の資金支出合計 0

当期収支差額 2,621,662

前期繰越収支差額 11,031,208

次期繰越収支差額 13,652,870

（正味財産増減の部）

Ⅴ　正味財産増加の部

１　資産増加額

当期収支差額（再掲） 2,621,662

２　負債減少額 0

増加額合計 2,621,662

Ⅵ　正味財産減少の部

１　資産減少額

当期収支差額(再掲)（マイナスの場合）

２　負債増加額

　　

　　減少額合計 0

　　当期正味財産増加額（又は減少額） 2,621,662

　　前期繰越正味財産額 11,031,208

　　当期正味財産合計 13,652,870

（注記）・・・・・備考の５を参照

（備考）

１　用紙の大きさは、日本工業規格A列４番とする。

2 タイトルの年度の後の空欄部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う　

場合にあっては、「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉として作成する。

３　定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、前事業年度に実施しなかった場合

でも収入支出０円の収支計算書を作成する。

４　「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいい、会計

処理上は、事業の種類毎に区分して記載する。事業費の例としては、「○○事業費」（注　当該事

業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。）というように事業毎に記載

する。

５　重要な会計方針等を計算書類に対する注記を欄外下に記載する。

（重要な会計方針とは、減価償却の方法及び資金の範囲等をいう。）

６　管理費の支出規模（管理費の合計）は、総支出額（事業費及び管理費の総計）に占める割合の

２分の１以下であることが必要。（事業費＞管理費）

（詳しくは東京都における運用方針参照のこと。）

７　特定非営利活動促進法第５条第１項により、その他の事業において収益を生じたときは、これを

特定非営利活動のために使用しなければならないとあるので、その他の事業の収益は特定非

営利活動に係る事業会計に全額繰り入れることが必要。

（詳しくは東京都における運用方針参照のこと。）



書式第１２号（法第２８条関係）　　　

特定非営利活動法人

グッドネーバーズ・ジャパン

（単位：円）

Ⅰ　収入の部

0

0

0

Ⅱ　支出の部

0

0

0

0

0

収入合計

１　事業費

２　管理費

３　特定非営利活動に係る事業会計への繰出

当期支出合計

当期収支差額

2009年(平成21年)6月1日から　　2009年(平成21年)12月31日まで

科 目 金 額

（経常収支の部）

１　事業収入

当期収入合計
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